
徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 三 十 三 の 二 の 項 及 び 三 十 三 の 三 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 三 の 二 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 ） 第 五 条

第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に 基 づ く 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 （ 三 十 三 の 四 の 項 に お い て

「 計 画 」 と い う 。 ） の 認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査

1 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 四 項

各 号 に 掲 げ る 措 置 の う ち 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 三 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 評 価 方 法 基 準 へ の 適 合 を 要 件 と す る 部 分 に つ

い て 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関

（ 三 十 三 の 五 の 項 に お い て 「 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 」 と

い う 。 ） が そ の 適 合 を 証 す る 書 類 （ 三 十 三 の 四 の 項 に お

い て 「 適 合 証 」 と い う 。 ） の 添 付 が あ る 場 合 で あ っ て 、

申 請 す る 住 宅 に 係 る 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ

ー ト ル 以 下 の と き は 一 万 千 円 、 二 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え

五 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 一 万 三 千 円 、 五 百 平 方 メ

ー ト ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 三 万 円 、 千 平

方 メ ー ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 四 万 五

第 四 十 六 号
徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 六 号 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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三 十 三 の 三 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 二 項 （ 同 法 第 八 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ く 申 出 に 伴 う 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど

う か の 審 査

千 円 、 二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の

と き は 十 二 万 七 千 円 、 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は

十 八 万 七 千 円

2 そ の 他 の 場 合 で あ っ て 、 申 請 す る 住 宅 に 係 る 建 築 物 の

床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 五 万 六 千

円 、 二 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と

き は 七 万 二 千 円 、 五 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト

ル 以 下 の と き は 十 六 万 二 千 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二

千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 二 十 六 万 円 、 二 千 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 八 十 万 円 、 一

万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は 百 二 十 万 円

三 十 九 の 項 下 欄 に よ り 算 定 し た 額

別 表 第 一 の 三 十 三 の 四 の 項 の 3 中 「 三 十 三 の 二 の 項 下 欄 2 イ 」 を 「 三 十 三 の 二 の 項 下 欄 2 」 に 改 め 、 「 、 変 更 後 の 計 画 に つ い て 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 の 規

定 に 基 づ く 確 認 の 申 請 を 要 す る 場 合 は 変 更 後 の 確 認 済 証 を 同 2 イ 又 は ロ に 規 定 す る 確 認 済 証 と 」 を 削 る 。

別 表 第 一 の 三 十 三 の 六 の 項 中 「 三 十 三 の 三 の 項 下 欄 」 を 「 三 十 九 の 項 下 欄 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 三 十 九 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 九 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 確 認 の 申 請 に 対 す る 審 査 次 に 掲 げ る 計 画 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 （ 次

に 掲 げ る 区 分 の う ち 二 以 上 の 区 分 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て

は 、 該 当 す る 区 分 ご と に 算 定 し た 額 の 合 計 額 ）

イ 建 築 物 を 建 築 す る 場 合 （ ロ に 掲 げ る 場 合 及 び 移 転 す る

場 合 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 当 該 建 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積

の 合 計 が 三 十 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 五 千 円 、 三 十 平

方 メ ー ト ル を 超 え 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 九 千 円 、
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百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 一

万 四 千 円 、 二 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ ー ト ル 以

下 の と き は 一 万 九 千 円 、 五 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 千 平 方

メ ー ト ル 以 下 の と き は 三 万 四 千 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超

え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 四 万 八 千 円 、 二 千 平 方

メ ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 十 四 万

円 、 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と

き は 二 十 四 万 円 、 五 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は 四 十

六 万 円

ロ 確 認 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 の 変 更 を し て 建 築 物 を 建 築

す る 場 合 （ 移 転 す る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 当 該 計 画 の 変 更

に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 二 分 の 一 （ 床 面 積 が 増 加 す る 部 分

に あ っ て は 、 当 該 増 加 す る 部 分 の 床 面 積 ） を イ に 掲 げ る

床 面 積 の 合 計 と み な し て イ に よ り 算 定 し た 額

ハ 建 築 物 を 移 転 し 、 そ の 大 規 模 の 修 繕 又 は 大 規 模 の 模 様

替 を す る 場 合 （ ニ に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 当 該 移 転 、

修 繕 又 は 模 様 替 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 二 分 の 一 を イ に 掲

げ る 床 面 積 の 合 計 と み な し て イ に よ り 算 定 し た 額

ニ 確 認 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 の 変 更 を し て 建 築 物 を 移 転

し 、 そ の 大 規 模 の 修 繕 若 し く は 大 規 模 の 模 様 替 を し 、 又

は そ の 用 途 を 変 更 す る 場 合 は 、 当 該 計 画 の 変 更 に 係 る 部

分 の 床 面 積 の 二 分 の 一 を イ に 掲 げ る 床 面 積 の 合 計 と み な

し て イ に よ り 算 定 し た 額

別 表 第 一 の 三 十 九 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

三 十 九 の 二 建 築 基 準 法 第 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 構 造 計 算 適 合 性 判 定 （ 以 下 こ の 項 次 に 掲 げ る 構 造 計 算 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額
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に お い て 「 構 造 計 算 適 合 性 判 定 」 と い う 。 ） の 申 請 に 対 す る 審 査

三 十 九 の 三 建 築 基 準 法 第 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 わ れ る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 の 申

請 に 対 す る 審 査

（ 同 一 敷 地 内 に 二 以 上 の 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 建 築

物 （ 建 築 基 準 法 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 建 築 物 の 部 分

が 別 の 建 築 物 と み な さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 建 築 物 の

部 分 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が あ る 場 合 は 、 そ れ ぞ

れ の 建 築 物 に つ き 次 に よ り 算 定 し た 額 の 合 計 額 ）

イ 建 築 基 準 法 第 二 十 条 第 一 項 第 二 号 イ に 規 定 す る 方 法 に

よ る 場 合 で あ っ て 、 当 該 建 築 物 に お け る 構 造 計 算 適 合 性

判 定 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の

と き は 二 十 一 万 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー

ト ル 以 下 の と き は 二 十 七 万 九 千 円 、 二 千 平 方 メ ー ト ル を

超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 三 十 二 万 円 、 一 万 平

方 メ ー ト ル を 超 え 五 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 四 十 二

万 五 千 円 、 五 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は 七 十 七 万 四

千 円

ロ 建 築 基 準 法 第 二 十 条 第 一 項 第 二 号 イ 又 は 第 三 号 イ に 規

定 す る プ ロ グ ラ ム に よ る 場 合 で あ っ て 、 当 該 建 築 物 に お

け る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千

平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 十 四 万 六 千 円 、 千 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 十 八 万 千 円 、 二

千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 二

十 万 千 円 、 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 万 平 方 メ ー ト ル 以

下 の と き は 二 十 五 万 四 千 円 、 五 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る

と き は 四 十 二 万 八 千 円

三 十 九 の 二 の 項 下 欄 イ 中 「 二 十 一 万 円 」 と あ る の は 「 二 十

二 万 六 千 円 」 と 、 「 二 十 七 万 九 千 円 」 と あ る の は 「 三 十 万

千 円 」 と 、 「 三 十 二 万 円 」 と あ る の は 「 三 十 四 万 五 千 円 」
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と 、 「 四 十 二 万 五 千 円 」 と あ る の は 「 四 十 五 万 八 千 円 」 と 、

「 七 十 七 万 四 千 円 」 と あ る の は 「 八 十 三 万 五 千 円 」 と 、 同

ロ 中 「 十 四 万 六 千 円 」 と あ る の は 「 十 五 万 八 千 円 」 と 、 「 十

八 万 千 円 」 と あ る の は 「 十 九 万 五 千 円 」 と 、 「 二 十 万 千 円 」

と あ る の は 「 二 十 一 万 六 千 円 」 と 、 「 二 十 五 万 四 千 円 」 と

あ る の は 「 二 十 七 万 四 千 円 」 と 、 「 四 十 二 万 八 千 円 」 と あ

る の は 「 四 十 六 万 千 円 」 と 読 み 替 え た 額 に よ り 算 定 し た 額

別 表 第 一 の 四 十 の 項 中 「 三 十 九 の 項 1 」 を 「 三 十 九 の 項 下 欄 」 に 改 め 、 同 表 の 四 十 八 の 項 中 「 第 七 条 の 六 第 一 項 第 一 号 」 の 下 に 「 又 は 第 二 号 」 を 加 え 、 「 承

認 」 を 「 認 定 」 に 改 め 、 同 表 の 四 十 八 の 二 の 項 中 「 第 十 八 条 第 三 項 」 を 「 第 十 八 条 第 四 項 」 に 改 め 、 「 審 査 （ 同 条 第 四 項 の 」 及 び 「 を 要 す る 場 合 に 限 る 。 ） 」 を

削 り 、 「 三 十 九 の 項 下 欄 2 イ 又 は ロ 」 を 「 三 十 九 の 二 の 項 下 欄 イ 又 は ロ 」 に 、 「 建 築 基 準 法 施 行 令 第 八 十 一 条 第 四 項 」 を 「 建 築 基 準 法 第 二 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、

同 表 の 六 十 五 の 二 の 項 中 「 第 六 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 九 の 二 の 項 中 「 第 十 一 条 第 二 項 」 を 「 第 五 条

第 三 項 」 に 、 「 書 換 交 付 」 を 「 書 換 え 交 付 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 三 の 項 中 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 試 験 」 を 「 宅 地 建 物 取 引 士 資 格 試 験 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十

四 の 項 中 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 登 録 簿 」 を 「 宅 地 建 物 取 引 士 資 格 登 録 簿 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 六 の 項 及 び 九 十 七 の 項 中 「 取 引 主 任 者 証 」 を 「 宅 地 建 物 取 引

士 証 」 に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

九 十 七 の 二 宅 地 建 物 取 引 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 建 設 省 令 第 十 二 号 ） 第 十 四 条 の 十 五

第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 宅 地 建 物 取 引 士 証 の 再 交 付 の 申 請 に 対 す る 審 査

四 千 五 百 円

附 則

こ の 条 例 は 、 建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 四 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 の 七 十 九 の 二 の 項 の 改 正 規 定 は

建 築 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 九 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 、 同 表 の 九 十 三 の 項 、 九 十 四 の 項 、 九 十 六 の 項 及 び 九 十 七 の 項 の 改 正 規 定 並 び

に 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 は 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

建 築 基 準 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 建 築 主 が 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 都 道 府 県 知 事 又 は 指 定 構 造 計 算 適 合 性 判 定 機 関 に 直 接 申 請 で き る こ と と さ れ た こ と に 伴 い 、 建
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築 確 認 の 申 請 に 対 す る 審 査 に 係 る 手 数 料 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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